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 賃金とは、賃金、給与、各種手当、通勤手当、賞与など名称のいかんを問わず労働の対償とし

て事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には、労働協約、就業規則、労働契約

などにより、その支払いが事業主に義務付けられているものです。 

  労働保険において賃金総額を集計する際には、税金その他社会保険料等を控除する前の支

払総額を計上してください。 

  現物支給については、原則として所定の現金給与の代わりに支給するもの、つまり、その支給

によって現金給与が減額されるものや労働協約において支給が拘束されているものは賃金となり

ます。ただし、このような現物給与でも、代金を徴収するものや福利厚生とみなされるものは原則と

して賃金とはなりません。（例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により従業員に支払った休業手当

は賃金に含まれます。） 
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住宅貸与されない者全員に対し(住

宅)均衡手当を支給している場合は、

賃金となる場合がある 

課税分、非課税分を問わない
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